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（「安定な炭酸水素イオン含有薬液」発明（特許第5329420号。請求項の数17）
進歩性誤認事件）［上］（全２回）

−平成30年（行ケ）第10061号、平成31年４月25日判決言渡−



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）（第三種郵便物認可）2 令和元年（2019年）11月18日（月曜日）

（１）　訂正の適否について
ア　本件訂正の訂正事項１は、本件訂正前の請求項１に記載された用時混合型急性血液浄化用薬液

について、「Ａ液とＢ液を合した混合液において、カリウムイオン濃度が3.5〜50ｍＥｑ／Ｌであ
り、無機リン濃度が2.3〜4.5ｍｇ／ｄＬであり、」とされており、他のイオン濃度について特定され
ていない。この記載に付き、「Ａ液とＢ液を合した混合液において、カリウムイオン濃度が4.0ｍＥ
ｑ／Ｌであり、無機リン濃度が4.0ｍｇ／ｄＬであり、カルシウムイオン濃度が2.5ｍＥｑ／Ｌであ
り、マグネシウムイオン濃度が1.0ｍＥｑ／Ｌであり、炭酸水素イオン濃度が32.0ｍＥｑ／Ｌであ
り、」と訂正するものである。

（ア）　訂正の前後で、Ａ液とＢ液の組成（「ナトリウムイオン、塩素イオン、炭酸水素イオンおよ
び水を含むＡ液と、ナトリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、塩素イオン、
ブドウ糖および水を含むＢ液を含み、そしてＡ液およびＢ液の少なくとも一方がさらにカリウ
ムイオンを含有し、Ａ液およびＢ液の少なくとも一方がリン酸イオンを含有し、かつＡ液およ
びＢ液のいずれもが酢酸イオンを含有」しないこと）及び「そして少なくとも27時間にわたって
不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される、用時混合型急性血液浄化用薬液。」である点
において変更はなく、本件訂正により、Ａ液とＢ液を合した混合液のイオン濃度について、一
定の数値範囲を定めていたカリウムイオン及びリン酸イオンについて、当該数値範囲の中の特
定の数値に限定し、イオン濃度が限定されていなかった炭酸水素イオン、カルシウムイオン及
びマグネシウムイオンについて、特定の数値に限定するものであるから、訂正事項１に係る訂
正は、本件訂正前の特許請求の範囲に記載された事項の範囲内においてしたものである。

　　そして、本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の記載は、本件明細書等（甲33）の特許請
求の範囲の請求項12（同請求項において引用する請求項４〜６、８、11）、請求項17、［0055］
及び［0086］に記載された事項の範囲内のものである。訂正事項１に係る訂正は、本件明細書等
のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事
項を導入するものとはいえないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたもの
と認められる。

イ　次に、前記アと同様の理由により、訂正事項２に係る訂正は、本件明細書のすべての記載を総
合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとは
いえないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。

（２）　小括
以上によれば、本件訂正は、特許法134条の２第９項において準用する特許法126条５項に規定す

る訂正要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由１は理由がな 
い。

２　取消事由２－１（甲３を主引用例とする本件訂正発明１の進歩性の判断の誤り）（請求人無効理由３
関係）について

（１）　相違点（甲３－１－１’、相違点１）について
ア　相違点１は以下のとおりである。

本件発明では、ナトリウムイオンはＡ液及びＢ液に配合されているのに対し、引用発明（甲３
の実施例４（表９）では、第一単一溶液にのみ配合されており、第二単一溶液には配合されていな
い点。

（ア）　一方で、甲３には、ナトリウムイオンについて、「ナトリウムイオンおよび／または塩化
物イオンは、通常は、第一単一溶液および第二単一溶液の両方に配合される。」との記載があり、
実施例１ないし３及び５では、ナトリウムイオンが第一単一溶液及び第二単一溶液の両方に配
合されていること（表１ないし５、７、８、12）が示されている。


